
23 広報すおう大島 平成 28 年 ( 2016 年 )4 月号

　

■開設場所　
　４月、５月　日良居出張所
　６月～平成 29 年３月　久賀総合センター
※６月から開設場所が変更となりますのでご注意
ください。
■開設日　　毎月、第三火曜日
■開設時間　午前 10 時から正午まで
　　　　　　午後１時から４時まで
■予約　相談希望日の前月１日から受け付けてい
ます。
※年金手帳、年金証書、振込通知書等、本人であることを
確認できるものを必ずご持参ください。本人以外の方が相
談される場合は、身分証明書（運転免許証等）と本人から
の委任状が必要となります。

■申し込み・問い合わせ　岩国年金事務所　
☎０８２７（２４）２２２２

平成 28 年度  出張年金相談
《予約制》

お知らせ４月

月
か
ら
、
貸
与
を
受
け
た
期
間
の

２
倍
の
期
間
内
に
、
そ
の
全
額
を

月
賦
ま
た
は
半
年
賦
で
返
還
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
込
期
限

　
５
月
16
日
㈪
ま
で
に
周
防
大
島
町

教
育
委
員
会
（
総
務
課
）
ま
た
は
久

賀
・
大
島
・
橘
の
各
公
民
館
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
総
務
課

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
０
７
０
０

語
学
留
学
生
募
集

　

町
で
は
夏
休
み
期
間
中
に

「
フ
ィ
リ
ピ
ン
セ
ブ
島
」
で
の
語
学

留
学
生
を
募
集
し
ま
す
。

■
研
修
先

　
フ
ィ
リ
ピ
ン  

セ
ブ
島

■
研
修
期
間

　
８
月
14
日
㈰
～
８
月
27
日
㈯

（
予
定
）

■
対
象
者

　
高
校
（
公
立
・
私
立
）
ま
た
は

高
等
専
門
学
校
の
１
～
３
学
年
に

在
学
す
る
か
、ま
た
は
中
学
校
（
公

立
・
私
立
）
の
２
～
３
学
年
に
在

学
す
る
方
で
、
い
ず
れ
も
町
内
に

住
所
を
有
し
、
英
語
学
習
に
意
欲

を
お
持
ち
の
方
。

■
募
集
人
数　

10
名

■
参
加
費
用

　

経
費
（
約
30
万
円
）
の
内
、
２
分

の
１
程
度
を
町
か
ら
補
助
し
ま
す
。

■
募
集
期
間　

５
月
20
日
㈮
ま
で

■
応
募
方
法

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
選
考
方
法

　

教
育
委
員
会
に
お
い
て
、
応
募

者
多
数
の
場
合
、
選
考
会
を
開
き
、

第
一
次
選
考
（
書
類
・
作
文
）
第

二
次
選
考
（
日
本
語
お
よ
び
英
語

に
よ
る
面
接
）
を
経
て
研
修
生
を

決
定
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

〒
７
４
２
‐
２
５
１
２

　

周
防
大
島
町
平
野
２
６
９
‐
44

　

教
育
委
員
会
総
務
課　

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
０
７
０
０

無
料
法
律
相
談

■
日
時

　

５
月
26
日
㈭　

午
後
２
時
～
４
時

　
（
受
付
時
間　

午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分
）

※
事
前
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
裁
判
所
で
係
争
中
の
案
件
で
あ
る
場

合
は
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

■
場
所

　

シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
岩
国　

２
階
特
別

会
議
室
（
岩
国
市
三
笠
町
１
‐
１
‐
１
）

■
相
談
内
容

　

金
銭
、
不
動
産
、
家
庭
関
係
等
の

法
律
上
の
問
題

■
相
談
担
当
者

　

山
口
県
弁
護
士
会（
岩
国
地
区
会
）

所
属
の
弁
護
士

■
主
催　

山
口
地
方
裁
判
所
岩
国
支

部
、
山
口
家
庭
裁
判
所
岩
国
支
部
、

山
口
県
弁
護
士
会
岩
国
地
区
会

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
地
方
裁
判
所
岩
国
支
部
庶
務
係

☎
０
８
２
７
（
４
１
）
０
１
６
１

障
害
者
就
労
施
設
通
所
交
通

費
助
成
事
業
（
継
続
）

　

就
労
訓
練
施
設
に
通
所
さ
れ
て

い
る
障
害
者
の
方
々
に
対
し
、
交

通
費
の
助
成
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

経
済
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
と
と

も
に
就
労
意
欲
を
促
進
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

就
労
移
行
支
援
事
業
所
、
就
労

継
続
支
援
事
業
所
（
Ａ
型
、
Ｂ
型
）

の
通
所
サ
ー
ビ
ス
の
支
給
決
定
を

受
け
て
通
所
さ
れ
て
い
る
障
害
者

の
方
。

■
助
成
金
額

○
バ
ス
、
電
車
を
利
用
し
て
通
所

し
て
い
る
場
合
、
運
賃
（
障
害
者

割
引
後
）
の
２
分
の
１
を
助
成
し

ま
す
。
定
期
券
を
利
用
し
て
通
所

し
て
い
る
場
合
は
、
定
期
券
購
入

料
金
（
障
害
者
割
引
後
）
の
２
分

の
１
と
な
り
ま
す
。

○
自
家
用
車
を
利
用
し
て
通
所
し

て
い
る
場
合
、
１
㎞
当
た
り
15
円

を
か
け
た
金
額
の
２
分
の
１
を
助

成
し
ま
す
。

○
助
成
金
の
月
額
上
限
額
は
1
万

円
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
の
手
続
き

　

申
請
書
に
よ
り
受
給
決
定
を
受

け
た
後
、
助
成
金
請
求
書
を
翌
月

の
10
日
ま
で
に
福
祉
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
・
出
張
所
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
請
時
お
よ

び
請
求
時
に
は
通
所
施
設
の
証
明

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課　

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

特　設　人　権　相　談　所
日　　時　５月２日㈪午前９時 30 分～正午
場　　所　大島庁舎
相談内容　差別、いじめ、嫌がらせ等人権に関す
　　　　　る問題
相 談 員  人権擁護委員
問い合わせ　福祉課　
　　　　　☎０８２０（７７）５５０５

相
談

お
知
ら
せ


